
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
参
照
条
文
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‥
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‥
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‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

一

地
方
自
治
法
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昭
和
二
十
二
年
四
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日
法
律
第
六
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号
）
（
抄
）
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‥
‥
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‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

二

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
七
日
法
律
百
九
号
）
（
抄
）

二

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
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‥
‥
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‥
‥
‥
‥

三

災
害
対
策
基
本
法
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昭
和
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十
六
年
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月
十
五
日
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
（
抄
）
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‥
‥
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‥
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‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
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四

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
十
日
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
）

四



- 1 -

一

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
特
別
区
財
政
調
整
交
付
金
）

第
二
百
八
十
二
条

都
は
、
都
と
特
別
区
及
び
特
別
区
相
互
間
の
財
源
の
均
衡
化
を
図
り
、
並
び
に
特
別
区
の
行
政
の
自
主
的
か
つ
計
画
的
な
運
営
を
確
保

す
る
た
め
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
条
例
で
、
特
別
区
財
政
調
整
交
付
金
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
～
４

略
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二

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
七
日
法
律
第
百
九
号
）
（
抄
）

（
地
方
債
の
協
議
等
）

第
五
条
の
三

略

２
及
び
３

４

前
項
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

実
質
公
債
費
比
率

政
令
で
定
め
る
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
地
方
債
の
元
利
償
還

金
」
と
い
う
。
）
の
額
と
地
方
債
の
元
利
償
還
金
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
準
元
利
償
還
金
」
と
い
う

。
）
の
額
と
の
合
算
額
か
ら
地
方
債
の
元
利
償
還
金
又
は
準
元
利
償
還
金
の
財
源
に
充
当
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
定
の
歳
入
に
相
当
す
る
金
額
と
地
方

交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
地
方
債
の
元
利
償
還
金
及
び
準
元
利
償
還
金
に
係
る
経
費
と
し
て
普
通

交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
る
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
さ
れ
る
額
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
特
別
区
に
あ
つ
て
は

、
こ
れ
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
算
入
公
債
費
等
の
額
」
と
い
う
。
）
と
の
合
算
額
を
控
除

し
た
額
を
標
準
的
な
規
模
の
収
入
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
か
ら
算
入
公
債
費
等
の
額
を
控
除
し
た
額
で
除
し
て
得
た

数
値
で
当
該
年
度
前
三
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
た
も
の
の
三
分
の
一
の
数
値

二
～
四

略

５
～

略

11
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三

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
十
五
日
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
（
抄
）

（
起
債
の
特
例
）

第
百
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
政
令
で
定
め
る
災
害
の
発
生
し
た
日
の
属
す
る
年
度
及
び
そ
の

翌
年
度
以
降
の
年
度
で
政
令
で
定
め
る
年
度
に
限
り
、
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
債
を
も

つ
て
そ
の
財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

地
方
税
、
使
用
料
、
手
数
料
そ
の
他
の
徴
収
金
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
当
該
災
害
の
た
め
の
減
免
で
、
そ
の
程
度
及
び
範
囲
が
被
害
の
状
況

に
照
ら
し
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
よ
つ
て
生
ず
る
財
政
収
入
の
不
足
を
補
う
場
合

二

災
害
予
防
、
災
害
応
急
対
策
又
は
災
害
復
旧
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
通
常
要
す
る
費
用
で
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
負
担
に
属
す
る
も
の
の

財
源
と
す
る
場
合

２
及
び
３

略
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四

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
十
日
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
）

（
内
部
部
局
）

第
七
条

略

２
及
び
３

略

４

官
房
、
局
及
び
部
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

５

庁
、
官
房
、
局
及
び
部
（
そ
の
所
掌
事
務
が
主
と
し
て
政
策
の
実
施
に
係
る
も
の
で
あ
る
庁
と
し
て
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
実
施
庁
」
と

い
う
。
）
並
び
に
こ
れ
に
置
か
れ
る
官
房
及
び
部
を
除
く
。
）
に
は
、
課
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
室
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
設
置
及

び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

６
～
８

略




